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特許拒絶査定不服審判の基本フロー  

 

                         出願から１年は国内優先出願可（特§41）  

 出   願    （特§36、特§36 の 2）  

       補正可能な時又は期間及び           特許査定の謄本の送達前まで自発補正可（特§17 の 2 本文。  

特許査定・拒絶査定後の所定期間       ただし、特§50 の通知後は特§17 の 2）  

   は出願の分割が可能（特§44①）。  

        出願公開   出願から１年６月（特§64）  

 

出願当初の明細書、特許  

請求の範囲又は図面に記  審査請求   出願から３年以内（H13.10.1～）（特§48 の 3）  

載されていない事項の追  

加は不可  

（新規事項の追加禁止）  

（特§17 の 2③）  

 

最初の拒絶理由通知  

注）特§50 の 2 の通知  

 特§50              

 

                                

発明の特別な技術的特徴を                        

変更する補正の禁止  補   正    特§50 の 2 の通知がされた場合は  

（特§17 の 2④）                 請求項の限定的減縮等（特§17 の 2⑤）  

                              

 

 

       最後の拒絶理由通知   特§50 

 

                                                  請求項の限定的減縮等  

    補   正  （特§17 の 2①二、特§17 の 2⑤⑥）   

                                            

         

 拒絶査定  特§49  特許査定  特§51  

 

 

 

 

 拒絶査定不服審判の  

 請求時の補正  

  請求項の限定的減縮等（特§17 の 2①四、特§17 の 2⑤⑥）  

 

 

                                   

 

 

   拒絶理由通知  

注 )特§50 の 2 の通知  

  特§159 で準用する特§50（審査の経過により最初の場合有り）  

   

                                   注）分割出願で、他の出願（親・子）で既に通知されている  

                      拒絶理由を通知する際は、併せて特§50 の 2 を通知する  

 

  補  正  特§17 の 2①一、二  

                           注）  特§50 の 2 の通知がされた場合は請求項の限定的減縮等（特§17 の 2⑤）  

 

   審  決  特§157   特許査定  特§159 で準用する特§51 

 

 

（改訂 H27.2） 
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